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   ○津軽広域連合規約の一部を変更する規約の施行期日を定める規則 
 

（平成25年７月９日規則第３号） 

 

 津軽広域連合規約の一部を変更する規約（平成25年７月５日告示第８号）の施行期日は

、平成25年７月27日とする。 

 

 


